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「グリーンシート銘柄に関する規則」等の一部改正について（案） 

 

 

平 成 20 年 １ 月 11 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正の趣旨 

本協会では、エクイティ市場委員会の下部組織である「取引所上場廃止銘柄等の流通

に関する制度整備ワーキング・グループ」において、取引所上場廃止銘柄を保有する投

資家に対する換金の場の整備及び上場廃止企業の再生を援助できる仕組みの整備につい

て検討を行い、昨年 11 月に本ワーキング・グループでの検討結果を「上場廃止銘柄の円

滑な流通を促進するための制度整備について」として取りまとめたところである。 

同報告書では、個人投資家を中心とした換金の場の構築を基本としつつ、再生を目指

す上場廃止銘柄の発行会社が活用できる制度の整備等について提言したところであるが、

今般、これらを実現するため「グリーンシート銘柄に関する規則」、「グリーンシート

銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細則」及び「店頭有価

証券に関する規則」について、以下のとおり改正を行うこととする。 

 

Ⅱ．改正の骨子 

１．「グリーンシート銘柄に関する規則」及び「グリーンシート銘柄の発行会社等における

会社情報等の本協会への報告に関する細則」の一部改正について 

(１） フェニックス銘柄制度の創設 

  ① 金融商品取引所により上場廃止とされた株券及び新株予約権付社債券のうち、取

扱会員となろうとする会員において、金融商品取引所上場していた当時から当該株

券等を保有する者に対し流通の機会を提供する必要があると判断された銘柄で、協

会員及び金融商品仲介業者が投資勧誘を行うものとして本協会が指定したものを

「フェニックス銘柄」とする。これに伴い、現行のグリーンシート銘柄のうち、上

場廃止銘柄を対象としたフェニックス区分を廃止することとする。  （第２条第

６号、第４条） 

② フェニックス銘柄制度の創設に伴い、「グリーンシート銘柄に関する規則」及び「グ

リーンシート銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細

則」の名称を「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則」及び「グ

リーンシート銘柄及びフェニックス銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会

への報告に関する細則」へ変更することとする。 

※ 現在グリーンシート銘柄の「フェニックス区分」に指定されている銘柄は、上場廃止直後の

換金の場の提供という意味ではその目的を達しているため、「フェニックス銘柄制度」では取り
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扱わないが、引き続き売買の場を提供するためにグリーンシート銘柄の「オーディナリー区分」

となることを可能とする。 

③ フェニックス銘柄の指定及び指定取消しの条件、適時開示、投資勧誘、売買及び

売買管理に関しては、原則としてグリーンシート銘柄と同様とし、フェニックス銘

柄特有の取扱いについては、下記（２）から（４）のとおり、別途規定することと

する。                              （全般） 

 

(２) フェニックス銘柄の指定 

① フェニックス銘柄として届出を行おうとする株券及び新株予約権付社債券の発行

会社については、次に掲げる条件を満たしていなければならない。 

   ・ 当該銘柄の発行会社に開示体制の不備及び公益又は投資者保護のため金融商品

取引所が上場廃止を適当と認めたことにより上場廃止となった場合において、開

示体制の不備等の改善、整備及び解消されていること。 （第６条第５項第１号） 

   ・ 当該銘柄の発行会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生

手続を必要とするに至ったことにより金融商品取引所により上場廃止された場合

において、当該手続き等が完了していること。 

（第６条第５項第２号） 

・ 当該銘柄について指定保管振替機関に対する株券等の保管及び振替に関する法

律第６条の２に規定する同意のほか、当該指定保管振替機関が定める同意を行っ

ていること又は本協会がフェニックス銘柄として指定するまでの間に当該同意を

行う見込みのあること。               （第６条第５項第３号） 

※ ㈱証券保管振替機構においては、「フェニックス銘柄」について同機構での取扱対象有価証

券とすることを予定している。 

  ② フェニックス銘柄として届出を行おうとする有価証券が新株予約権付社債券であ

る場合については、当該新株予約権付社債券の発行会社が発行する株券について同

時に当該届出を行うか、又は既に株券がフェニックス銘柄として指定されているも

のでなければならない。                   （第６条第６項） 

③ フェニックス銘柄の発行者が金商法第 24条第１項の規定に基づき有価証券報告書

を提出しなければならない発行会社にあっては、当該発行会社が内閣総理大臣に提

出した直近の有価証券報告書又は有価証券届出書に添付されている監査報告書のう

ち、直前事業年度の財務諸表及び連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の

総合意見が適正でなければならない。             （第６条第７項） 

 ④ フェニックス銘柄の発行者が会社内容説明書を作成している発行会社にあっては、

当該発行会社が本協会に提出した直近の会社内容説明書に添付されている監査報告

書のうち、直前事業年度の財務諸表及び連結財務諸表に対する公認会計士又は監査

法人の総合意見が適正でなければならない。          （第６条第８項） 



 3

  ⑤ 取扱会員となろうとする会員は、フェニックス銘柄として投資勧誘を行おうとす

る場合は、当該銘柄の気配提示を開始する５営業日前までに、所定の様式により、

本協会に届け出なければならない。                （第９条） 

 

(３) フェニックス銘柄の投資勧誘 

  ・ フェニックス銘柄の売却の投資勧誘については、取扱会員であるか否かを問わず

等しく可能とする。この場合、現在のグリーンシート銘柄制度において規定されて

いる確認書の徴求義務は不要とする。          （第 19 条、第 20 条） 

 

(４) フェニックス銘柄の指定の取消し 

  ・ フェニックス銘柄について指定保管振替機関が取扱いの廃止を決定した場合又は

決定することが確実となった場合若しくはフェニックス銘柄の発行会社が当該銘柄

について保振法第６条の２に規定する同意を撤回した場合、本協会は取扱会員の届

出によらずに、当該銘柄のすべての取扱会員としての指定を取消すことができる。 

（第 36 条第５項第 12 号） 

 

(５) その他 

・ 現行のフェニックス区分に指定されているグリーンシート銘柄については、当該

銘柄の取扱会員が改正規定施行の 10 営業日前までに所定の届出を本協会に対して行

った場合には、第 12 条の規定にかかわらずグリーンシート銘柄のオーディナリー区

分に変更することができる。ただし、いずれの会員からも前項の届出が行われなか

った場合には、施行日をもって当該銘柄のグリーンシート銘柄の指定を取り消すと

ともに、フェニックス銘柄としての指定を行わないものとする。 

                （付則） 

  ・ その他所要の整備を図る。 

 

２．「店頭有価証券に関する規則」の一部改正について 

・ フェニックス銘柄制度の創設に伴い「フェニックス銘柄」を「店頭取扱有価証券」

とするため定義を改正し、「フェニックス銘柄」の定義を新設することとする。 

（第２条第４号、第６号） 

   

 

Ⅲ．施行の時期 

 この改正は、平成 20 年３月 31 日から施行する。 

 

以  上 
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パブリック・コメントの募集スケジュール等 

(1) 募集期間及び提出方法 

① 募集期間：平成 20 年１月 11 日(金)から平成 20 年 1 月 31 日(木)17：00 まで（必着）

② 提出方法：郵便又は電子メールにより下記までお寄せください。 

郵便の場合：〒103－0025 東京都中央区日本橋茅場町１－５－８ 

日本証券業協会総務部 宛 

電子メールの場合：public_jsda2007@wan.jsda.or.jp 

 (2) 意見の記入要領 

件名を「『グリーンシート銘柄に関する規則』等の一部改正に対する意見」とし、

次の事項を御記入のうえ、御意見をご提出ください。 

   ① 氏名又は名称 

   ② 連絡先（電子メールアドレス、電話番号等） 

   ③ 法人又は所属団体名（法人又は団体に所属されている場合） 

   ④ 意見の該当箇所 

   ⑤ 意見 

   ⑥ 理由 

 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先 

日本証券業協会 自主規制1部 ：TEL 03-3667-8647 
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「グリーンシート銘柄に関する規則」の一部改正について（案） 

 

平成 20 年１月 11 日 

（ 下線部分変更） 

改 正 案 現   行 

 

グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄

に関する規則 

 

グリーンシート銘柄に関する規則 

 

 

第 １ 章  総 則 

 

 

第 １ 章  総 則 

 
（目 的） 

第 １ 条 この規則は、金融商品取引法（以

下「金商法」という。）第 67 条の 18 第４

号に規定する取扱有価証券に関して規定

し、これを「グリーンシート銘柄」及び「フ

ェニックス銘柄」と呼称することとすると

ともに、グリーンシート銘柄及びフェニッ

クス銘柄（以下「グリーンシート銘柄等」

という。）の店頭取引を公正かつ円滑なら

しめ、もって投資者の保護に資することを

目的とする。 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規則は、金融商品取引法（以

下「金商法」という。）第 67 条の 18 第４

号に規定する取扱有価証券に関して規定

し、これを「グリーンシート銘柄」と呼称

することとするとともに、グリーンシート

銘柄の店頭取引を公正かつ円滑ならしめ、

もって投資者の保護に資することを目的

とする。 

 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１～３   （ 現行どおり ） 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１～３   （ 省   略 ） 

４ 会社内容説明書 

   店頭取扱有価証券に係るものについ

ては店頭有価証券規則第５条の要件を、

金商法第２条第１項第８号に規定する

優先出資証券及び同項第 11 号に規定す

る投資証券に係るものについては第６

条第４項の要件をそれぞれ満たした、本

条第７号に規定する取扱会員及び第８

４ 会社内容説明書 

   店頭取扱有価証券に係るものについ

ては店頭有価証券規則第５条の要件を、

金商法第２条第１項第８号に規定する

優先出資証券及び同項第 11 号に規定す

る投資証券に係るものについては第６

条第５項の要件をそれぞれ満たした、本

条第６号に規定する取扱会員及び第７
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改 正 案 現   行 

号に規定する準取扱会員（以下「取扱会

員等」という。）並びに当該取扱会員等

が金融商品仲介業務（定款第３条第９号

に規定する金融商品仲介業に係る業務

をいう。以下同じ。）の委託を行う特別

会員及び金融商品仲介業者が投資勧誘

を行う際の説明資料をいう。 

号に規定する準取扱会員（以下「取扱会

員等」という。）並びに当該取扱会員等

が金融商品仲介業務（定款第３条第９号

に規定する金融商品仲介業に係る業務

をいう。以下同じ。）の委託を行う特別

会員及び金融商品仲介業者が投資勧誘

を行う際の説明資料をいう。 

５    （ 現行どおり ） ５    （ 省   略 ） 

６ フェニックス銘柄 

 店頭取扱有価証券の発行会社の発行

する株券及び新株予約権付社債券であ

り、かつ、金融商品取引所により上場廃

止とされた株券及び新株予約権付社債

券のうち、取扱会員となろうとする会員

において、金融商品取引所に上場してい

た当時から株券及び新株予約権付社債

券を保有する者に対し流通の機会を提

供する必要があると判断された株券及

び新株予約権付社債券を指定する銘柄

であり、協会員及び金融商品仲介業者が

投資勧誘を行うものとして本協会が指

定したものをいう。 

   （ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

 

７ 取扱会員 

店頭取扱有価証券、優先出資証券又は

投資証券（以下「店頭取扱有価証券等」

という。）をグリーンシート銘柄等とし

て本協会に届け出、かつ、本協会が当該

店頭取扱有価証券等をグリーンシート

銘柄等として指定した後において、当該

会員が金融商品仲介業務の委託を行う

特別会員及び金融商品仲介業者ととも

に当該グリーンシート銘柄等の投資勧

誘を行うことができると同時に本協会

の規則の定めるところにより義務を負

うものとして本協会が指定した会員を

６ 取扱会員 

店頭取扱有価証券、優先出資証券又は

投資証券（以下「店頭取扱有価証券等」

という。）をグリーンシート銘柄として

本協会に届け出、かつ、本協会が当該店

頭取扱有価証券等をグリーンシート銘

柄として指定した後において、当該会員

が金融商品仲介業務の委託を行う特別

会員及び金融商品仲介業者とともに当

該グリーンシート銘柄の投資勧誘を行

うことができると同時に本協会の規則

の定めるところにより義務を負うもの

として本協会が指定した会員をいう。 
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改 正 案 現   行 

いう。 

８ 準取扱会員 

 当該会員が金融商品仲介業務の委託

を行う特別会員及び金融商品仲介業者

とともにグリーンシート銘柄等の投資

勧誘を行うことができると同時に本協

会の規則の定めるところにより義務を

負うものとして本協会が指定した会員

をいう。 

７ 準取扱会員 

 当該会員が金融商品仲介業務の委託

を行う特別会員及び金融商品仲介業者

とともにグリーンシート銘柄の投資勧

誘を行うことができると同時に本協会

の規則の定めるところにより義務を負

うものとして本協会が指定した会員を

いう。 

９ 指定保管振替機関 

株券等の保管及び振替に関する法律

（以下「保振法」という。）第２条第２

項に規定する保管振替機関であって本

協会が別に定める者をいう。 

 

（ 新   設 ） 

第 ２ 章  指 定 

 

（グリーンシート銘柄の区分） 

第 ４ 条 グリーンシート銘柄は、当該銘柄

及びその発行会社の特徴を勘案の上、取扱

会員となろうとする会員の届出に基づき、

次の各号のとおり区分することとする。 

１ エマージング 

取扱会員となろうとする会員におい

て第７条に規定する審査を行った結果、

成長性を有する等により適当であると

判断された企業が発行する株券等を指

定する区分 

第 ２ 章  指 定 

 

（グリーンシート銘柄の区分） 

第 ４ 条 グリーンシート銘柄は、当該銘柄

及びその発行会社の特徴を勘案の上、取扱

会員となろうとする会員の届出に基づき、

次の各号のとおり区分することとする。 

１ エマージング 

取扱会員となろうとする会員におい

て第７条に規定する審査を行った結果、

成長性を有する等により適当であると

判断された企業が発行する株券等を指

定する銘柄区分 

２ オーディナリー 

取扱会員となろうとする会員におい

て第７条に規定する審査を行った結果、

適当であると判断された企業が発行す

る株券等を指定する区分 

２ オーディナリー 

取扱会員となろうとする会員におい

て第７条に規定する審査を行った結果、

適当であると判断された企業が発行す

る株券等を指定する銘柄区分 

３ 投信・ＳＰＣ 

投資証券及び優先出資証券のうち、取

３ 投信・ＳＰＣ 

投資証券及び優先出資証券のうち、取
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改 正 案 現   行 

扱会員となろうとする会員において第

７条に規定する審査を行った結果、適当

であると判断されたものを指定する区

分 

扱会員となろうとする会員において第７

条に規定する審査を行った結果、適当であ

ると判断されたものを指定する銘柄区分 

 （ 削   る ） ４ フェニックス 

金融商品取引所により上場廃止とさ

れた株券等のうち、取扱会員となろうと

する会員において流通性を確保する必

要があると判断された株券等を指定す

る銘柄区分 

 

（代表取扱会員） 

第 ５ 条 一のグリーンシート銘柄等の取

扱会員（第９条の届出を行って取扱会員と

なろうとする会員を含む。）は、その総意

によって、取扱会員を代表する会員（以下

「代表取扱会員」という。）を定めること

ができる。 

２     （ 現行どおり ） 

３     （ 現行どおり ） 

 

（代表取扱会員） 

第 ５ 条 一のグリーンシート銘柄の取扱

会員（第９条の届出を行って取扱会員とな

ろうとする会員を含む。）は、その総意に

よって、取扱会員を代表する会員（以下「代

表取扱会員」という。）を定めることがで

きる。 

２     （ 省   略 ） 

３     （ 省   略 ） 

 

（グリーンシート銘柄等の指定条件） 

第 ６ 条 取扱会員となろうとする会員（取

扱会員となろうとする会員が代表取扱会

員となる予定の会員を定めた場合は、当該

代表取扱会員となる予定の会員。以下この

項において同じ。）がグリーンシート銘柄

等として第９条の届出を行おうとする有

価証券は、次に掲げるすべての基準を満た

していなければならない。 

１ 株主名簿管理人（当該有価証券が投資

証券である場合は投資信託及び投資法

人に関する法律（以下「投信法」という。）

第166条第２項第８号に規定する投資主

名簿等管理人。以下この号及び第 36 条

（指定条件） 

第 ６ 条 取扱会員となろうとする会員（取

扱会員となろうとする会員が代表取扱会

員となる予定の会員を定めた場合は、当該

代表取扱会員となる予定の会員。以下この

項において同じ。）がグリーンシート銘柄

として第９条の届出を行おうとする有価

証券は、次に掲げるすべての基準を満たし

ていなければならない。 

１ 株主名簿管理人（当該有価証券が投資

証券である場合は投資信託及び投資法

人に関する法律（以下「投信法」という。）

第166条第２項第８号に規定する投資主

名簿等管理人。以下この号及び第 35 条
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第５項第８号において同じ。）に事務を

委託していること（当該株主名簿管理人

から受託する旨の内諾を得ている場合

を含む。）。 

２    （ 現行どおり ） 

３    （ 現行どおり ） 

第５項第８号において同じ。）に事務を

委託していること（当該株主名簿管理人

から受託する旨の内諾を得ている場合

を含む。）。 

２    （ 省   略 ） 

３    （ 省   略 ） 

２     （ 現行どおり ） ２     （ 省   略 ） 

（ 削   る ） 

 

３ フェニックスに区分するグリーンシー

ト銘柄として届出を行おうとする株券等

の発行会社については、以下の条件を満た

していなければならない。 

１ 当該銘柄の発行会社に開示体制の不

備及び公益又は投資者保護のため金融

商品取引所が上場廃止を適当と認めた

こと（以下「開示体制の不備等」とする。）

により上場廃止となった場合において、

開示体制の不備等が改善、整備及び解消

されていること。 

２ 当該銘柄の発行会社が法律の規定に

基づく会社の破産手続、民事再生手続、

会社更生手続又は会社整理を必要とす

るに至ったことにより金融商品取引所

により上場廃止とされた場合において、

当該手続き等が完了していること。 

３     （ 現行どおり ） ４     （ 省   略 ） 

４     （ 現行どおり ） 

 

５     （ 省   略 ） 

５ フェニックス銘柄として第９条の届出

を行おうとする株券及び新株予約権付社

債券の発行会社については、以下の条件を

満たしていなければならない。 

１ 当該銘柄の発行会社に開示体制の不

備及び公益又は投資者保護のため金融

商品取引所が上場廃止を適当と認めた

こと（以下「開示体制の不備等」とする。）

 （ 新   設 ） 
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により上場廃止となった場合において、

開示体制の不備等が改善、整備及び解消

されていること。 

２ 当該銘柄の発行会社が法律の規定に

基づく会社の破産手続、再生手続又は更

生手続を必要とするに至ったことによ

り金融商品取引所により上場廃止とさ

れた場合において、当該手続き等が完了

していること。 

３ フェニックス銘柄として第９条の届

出を行おうとする株券等の発行会社に

ついては、当該銘柄について指定保管振

替機関に対し保振法第６条の２に規定

する同意のほか、当該指定保管振替機関

が定める同意を行っていること又は本

協会がフェニックス銘柄として指定す

るまでの間に当該同意を行う見込みの

あること。 

 （ 新   設 ） 

６ フェニックス銘柄として第９条の届出

を行おうとする有価証券が新株予約権付

社債券である場合については、当該新株予

約権付社債券の発行会社が発行する株券

について同時に当該届出を行わなければ

ならない。ただし、既に当該発行会社が発

行する株券がフェニックス銘柄として指

定されている場合を除く。 

 （ 新   設 ） 

７ フェニックス銘柄の発行者が金商法第

24 条第１項の規定に基づき有価証券報告

書を提出しなければならない発行会社に

あっては、当該発行会社が内閣総理大臣に

提出した直近の有価証券報告書又は有価

証券届出書に添付されている監査報告書

のうち、直前事業年度の財務諸表及び連結

財務諸表に対する公認会計士又は監査法

人の総合意見が適正でなければならない。

 （ 新   設 ） 
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８ フェニックス銘柄の発行者が会社内容

説明書を作成している発行会社にあって

は、当該発行会社が本協会に提出した直近

の会社内容説明書に添付されている監査

報告書のうち、直前事業年度の財務諸表及

び連結財務諸表に対する公認会計士又は

監査法人の総合意見が適正でなければな

らない。 

 

 （ 新   設 ） 

（届出及び指定） 

第 ９ 条 取扱会員となろうとする会員（取

扱会員となろうとする会員が代表取扱会

員となる予定の会員を定めた場合は、当該

代表取扱会員となる予定の会員。以下この

条において同じ。）は、店頭取扱有価証券

等（既にグリーンシート銘柄等として指定

されているものを除く。）の気配を提示し

投資勧誘を行おうとする場合は、当該気配

の提示を開始する日の 15 営業日前（フェ

ニックス銘柄として投資勧誘を行おうと

する場合は５営業日前）までに、所定の様

式により、本協会に届け出なければならな

い。 

（届出及び指定） 

第 ９ 条 取扱会員となろうとする会員（取

扱会員となろうとする会員が代表取扱会

員となる予定の会員を定めた場合は、当該

代表取扱会員となる予定の会員。以下この

条において同じ。）は、店頭取扱有価証券

等（既にグリーンシート銘柄として指定さ

れているものを除く。）の気配を提示し投

資勧誘を行おうとする場合は、当該気配の

提示を開始する日の 15 営業日前（フェニ

ックスとして区分する場合は５営業日前）

までに、所定の様式により、本協会に届け

出なければならない。 

２ 取扱会員となろうとする会員は、前項の

届出を行うに際しては、グリーンシート銘

柄であるかフェニックス銘柄であるかの

別及びグリーンシート銘柄である場合に

は第４条に掲げる区分のうち当該銘柄が

該当するものを明示するとともに、気配更

新及び売買報告について、日次公表（毎営

業日に更新及び報告する）又は週次公表

（週１回以上更新及び報告する）のいずれ

とするかを明示しなければならない。な

お、エマージングとして区分して届け出る

場合は、日次公表として明示しなければな

２ 取扱会員となろうとする会員は、前項の

届出を行うに際しては、第４条に掲げる区

分のうち当該銘柄が該当するものを明示

するとともに、気配更新及び売買報告につ

いて、日次公表（毎営業日に更新及び報告

する）又は週次公表（週１回以上更新及び

報告する）のいずれとするかを明示しなけ

ればならない。なお、エマージングとして

区分して届け出る場合は、日次公表として

明示しなければならない。 
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らない。 

３     （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 

４ 本協会は、前項の規定により提出された

書類に不備がなく、取扱会員となろうとす

る会員により第７条第１項の審査が行わ

れたことを前項の規定により提出された

審査の結果について記した書面により確

認し、かつ、第２項の規定により明示され

たグリーンシート銘柄であるかフェニッ

クス銘柄であるかの別及びグリーンシー

ト銘柄の区分が適当であると認めた場合

には、あらかじめ公表した上で、当該店頭

取扱有価証券等を当該区分に区分するグ

リーンシート銘柄又はフェニックス銘柄

として指定するとともに、当該届出を行っ

た会員を取扱会員（代表取扱会員となる予

定の会員が当該届出を行った場合は、当該

届出において取扱会員となろうとする会

員とされた会員を取扱会員）として指定す

る。 

４ 本協会は、前項の規定により提出された

書類に不備がなく、取扱会員となろうとす

る会員により第７条第１項の審査が行わ

れたことを前項の規定により提出された

審査の結果について記した書面により確

認し、かつ、第２項の規定により明示され

た区分が適当であると認めた場合には、あ

らかじめ公表した上で、当該店頭取扱有価

証券等を当該銘柄区分に区分するグリー

ンシート銘柄として指定するとともに、当

該届出を行った会員を取扱会員（代表取扱

会員となる予定の会員が当該届出を行っ

た場合は、当該届出において取扱会員とな

ろうとする会員とされた会員を取扱会員）

として指定する。 

５ 前項の指定は、本協会が、当該グリーン

シート銘柄等について、法令及び本協会の

規則で定める条件を満たしていることを

認定し、当該銘柄の会社内容説明書等が真

実かつ正確であり若しくはそのうちに重

要な事項の記載が欠けていないことを認

定し、第７条の審査及び判断が適正なもの

であることを認定し、又は当該銘柄の価値

を保証若しくは承認するものではない。 

５ 前項の指定は、本協会が、当該グリーン

シート銘柄について、法令及び本協会の規

則で定める条件を満たしていることを認

定し、当該銘柄の会社内容説明書等が真実

かつ正確であり若しくはそのうちに重要

な事項の記載が欠けていないことを認定

し、第７条の審査及び判断が適正なもので

あることを認定し、又は当該銘柄の価値を

保証若しくは承認するものではない。 

  

（新たな取扱会員の届出） 

第 10 条 既にグリーンシート銘柄等とし

て指定されている銘柄の新たな取扱会員

となろうとする会員は、気配の提示を開始

する日の５営業日前までに、すべての既存

（新たな取扱会員の届出） 

第 10 条 既にグリーンシート銘柄として

指定されている銘柄の新たな取扱会員と

なろうとする会員は、気配の提示を開始す

る日の５営業日前までに、すべての既存の
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の取扱会員との連名をもって、所定の様式

により、本協会に届け出なければならな

い。ただし、既存の取扱会員が代表取扱会

員を定めている場合は、新たな取扱会員と

なろうとする会員と当該代表取扱会員と

の連名をもって届出を行うこととする。こ

の場合、当該代表取扱会員はあらかじめ他

の既存の取扱会員に対しその旨を通知す

ることとし、これに異議のある既存の取扱

会員は届出の時までに当該代表取扱会員

と協議することとする。 

２    （ 現行どおり ） 

３ 本協会は、第１項の届出が適当であると

認めた場合には、あらかじめ公表した上

で、当該届出を行った会員を当該グリーン

シート銘柄等の新たな取扱会員として指

定する。 

 

取扱会員との連名をもって、所定の様式に

より、本協会に届け出なければならない。

ただし、既存の取扱会員が代表取扱会員を

定めている場合は、新たな取扱会員となろ

うとする会員と当該代表取扱会員との連

名をもって届出を行うこととする。この場

合、当該代表取扱会員はあらかじめ他の既

存の取扱会員に対しその旨を通知するこ

ととし、これに異議のある既存の取扱会員

は届出の時までに当該代表取扱会員と協

議することとする。 

２    （ 省   略 ） 

３ 本協会は、第１項の届出が適当であると

認めた場合には、あらかじめ公表した上

で、当該届出を行った会員を当該グリーン

シート銘柄の新たな取扱会員として指定

する。 

 

（準取扱会員） 

第 11 条 グリーンシート銘柄等の準取扱

会員となろうとする会員は、気配の提示を

開始する日の５営業日前までに、所定の様

式により、本協会に届け出なければならな

い。 

２     （ 現行どおり ） 

３ 本協会は、第１項の届出が適当であると

認めた場合には、あらかじめ公表した上

で、当該届出を行った会員を当該グリーン

シート銘柄等の準取扱会員として指定す

る。 

 

（準取扱会員） 

第 11 条 グリーンシート銘柄の準取扱会

員となろうとする会員は、気配の提示を開

始する日の５営業日前までに、所定の様式

により、本協会に届け出なければならな

い。 

２     （ 省   略 ） 

３ 本協会は、第１項の届出が適当であると

認めた場合には、あらかじめ公表した上

で、当該届出を行った会員を当該グリーン

シート銘柄の準取扱会員として指定する。

 

（グリーンシート銘柄の区分の変更） 

第 12 条 取扱会員は、グリーンシート銘柄

の区分を変更しようとする場合は、当該変

更を希望する日の 10 営業日前（エマージ

（銘柄区分の変更） 

第 12 条 取扱会員は、グリーンシート銘柄

の銘柄区分を変更しようとする場合は、当

該変更を希望する日の 10 営業日前（エマ



 14

改 正 案 現   行 

ングに変更しようとする場合は、15 営業日

前）までに、すべての取扱会員の連名をも

って、所定の様式により、本協会に届け出

なければならない。ただし、取扱会員が代

表取扱会員を定めている場合は、それぞれ

の取扱会員に代わって当該代表取扱会員

が届出を行うこととする。この場合、当該

代表取扱会員はあらかじめ他の取扱会員

に対しその旨を通知することとし、これに

異議のある取扱会員は届出の時までに当

該代表取扱会員と協議することとする。 

 

２ 第５条から第９条まで（第６条第３項及

び第４項並びに第９条第１項を除く。）の

規定は、前項の場合について準用する。 

３     （ 現行どおり ） 

 

ージングに変更しようとする場合は、15

営業日前）までに、すべての取扱会員の連

名をもって、所定の様式により、本協会に

届け出なければならない。ただし、取扱会

員が代表取扱会員を定めている場合は、そ

れぞれの取扱会員に代わって当該代表取

扱会員が届出を行うこととする。この場

合、当該代表取扱会員はあらかじめ他の取

扱会員に対しその旨を通知することとし、

これに異議のある取扱会員は届出の時ま

でに当該代表取扱会員と協議することと

する。 

２ 第５条から第９条まで（第６条第４項及

び第５項並びに第９条第１項を除く。）の

規定は、前項の場合について準用する。 

３     （ 省   略 ） 

 

（エマージング区分についての確認） 

第 13 条  （ 現行どおり ） 

２     （ 現行どおり ） 

３ 第１項の判定の結果、別表に定める基準

を満たした銘柄の取扱会員は、第１項で判

定した事業年度の後２事業年度が経過す

るごとに、その直前事業年度の売上高、営

業利益又は経常利益のいずれかにおいて、

直前々事業年度比で増加していること（以

下「売上高等の増加状況」という。）につ

いて確認するとともに、当該銘柄の事業の

成長性の有無について審査（以下「審査等」

という。）を行い、当該審査等を行う対象

の事業年度の末日から３ヶ月を経過する

日までの間に、その結果を、所定の様式に

より、本協会に報告しなければならない。

ただし、当該審査等にあたり、グリーンシ

ート銘柄の発行会社が決算期を変更した

（エマージング区分についての確認） 

第 13 条  （ 省   略 ） 

２     （ 省   略 ） 

３ 第１項の判定の結果、別表に定める基準

を満たした銘柄の取扱会員は、第１項で判

定した事業年度の後２事業年度が経過す

るごとに、その直前事業年度の売上高、営

業利益又は経常利益のいずれかにおいて、

直前々事業年度比で増加していること（以

下「売上高等の増加状況」という。）につ

いて確認するとともに、当該銘柄の事業の

成長性の有無について審査（以下「審査等」

という。）を行い、当該審査等を行う対象

の事業年度の末日から３ヶ月を経過する

日までの間に、その結果を、所定の様式に

より、本協会に報告しなければならない。

 ただし、当該審査等にあたり、グリーン

シート銘柄の発行会社が決算期を変更し
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場合の取扱いについては、次に掲げるとお

りとする。 

 １～２  （ 現行どおり ） 

４     （ 現行どおり ） 

５     （ 現行どおり ） 

６ 第５条から第９条まで（第６条第３項及

び第４項並びに第９条第１項を除く。）及

び前条第３項の規定は、第２項、第４項及

び前項の場合について準用する。 

７     （ 現行どおり ） 

 

た場合の取扱いについては、次に掲げると

おりとする。 

１～２  （ 省   略 ） 

４     （ 省   略 ） 

５     （ 省   略 ） 

６ 第５条から第９条まで（第６条第４項及

び第５項並びに第９条第１項を除く。）及

び前条第３項の規定は、第２項、第４項及

び前項の場合について準用する。 

７     （ 省   略 ） 

 

第 ３ 章  会社情報の開示 

 

（発行会社に対する会社情報の開示の指導）

第 14 条 グリーンシート銘柄等の取扱会

員は、当該銘柄の発行会社に対し、会社内

容説明書等の作成及びこの章に定める報

告について、責任を持って指導しなければ

ならない。なお、取扱会員が代表取扱会員

を定めている場合は当該代表取扱会員が

指導を行い、当該指導に対してすべての取

扱会員が連帯して責任を負わなければな

らない。 

 

第 ３ 章  会社情報の開示 

 

（発行会社に対する会社情報の開示の指導）

第 14 条 グリーンシート銘柄の取扱会員

は、当該銘柄の発行会社に対し、会社内容

説明書等の作成及びこの章に定める報告

について、責任を持って指導しなければな

らない。なお、取扱会員が代表取扱会員を

定めている場合は当該代表取扱会員が指

導を行い、当該指導に対してすべての取扱

会員が連帯して責任を負わなければなら

ない。 

 

（会社内容説明書等の提出及び縦覧） 

第 15 条 グリーンシート銘柄等の取扱会

員（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員。以下第２項及び第

３項において同じ。）は、グリーンシート

銘柄等の発行会社が決算期毎に作成する

会社内容説明書又は有価証券報告書を、当

該決算期終了後３ヶ月以内に本協会に提

出しなければならない。 

２ グリーンシート銘柄等の取扱会員は、グ

リーンシート銘柄等の発行会社が金商法

（会社内容説明書等の提出及び縦覧） 

第 15 条 グリーンシート銘柄の取扱会員

（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員。以下第２項及び第

３項において同じ。）は、グリーンシート

銘柄の発行会社が決算期毎に作成する会

社内容説明書又は有価証券報告書を、当該

決算期終了後３ヶ月以内に本協会に提出

しなければならない。 

２ グリーンシート銘柄の取扱会員は、グリ

ーンシート銘柄の発行会社が金商法第 24
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第 24 条の５第１項の規定に基づき半期報

告書を提出した場合は、当該半期報告書の

写しを、同項に規定する期間内に、本協会

に提出しなければならない。 

３ グリーンシート銘柄等の取扱会員は、グ

リーンシート銘柄等の発行会社が金商法

第 24 条の５第４項の規定に基づき臨時報

告書を提出した場合は、当該臨時報告書の

写しを、遅滞なく、本協会に提出しなけれ

ばならない。 

４ 取扱会員等は、直近の会社内容説明書等

をグリーンシート銘柄等の投資勧誘を行

う取扱部店（当該会員が金融商品仲介業務

の委託を行う特別会員及び金融商品仲介

業者の部店を含む。以下「取扱部店」とい

う。）に備え置き、顧客の縦覧に供しなけ

ればならない。 

５     （ 現行どおり ） 

 

条の５第１項の規定に基づき半期報告書

を提出した場合は、当該半期報告書の写し

を、同項に規定する期間内に、本協会に提

出しなければならない。 

３ グリーンシート銘柄の取扱会員は、グリ

ーンシート銘柄の発行会社が金商法第 24

条の５第４項の規定に基づき臨時報告書

を提出した場合は、当該臨時報告書の写し

を、遅滞なく、本協会に提出しなければな

らない。 

４ 取扱会員等は、直近の会社内容説明書等

をグリーンシート銘柄の投資勧誘を行う

取扱部店（当該会員が金融商品仲介業務の

委託を行う特別会員及び金融商品仲介業

者の部店を含む。以下「取扱部店」という。）

に備え置き、顧客の縦覧に供しなければな

らない。 

５     （ 省   略 ） 

 

（会社情報の本協会への報告） 

第 16 条 グリーンシート銘柄等の取扱会

員（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員。以下この項及び第

３項から第５項までにおいて同じ。）は、

当該グリーンシート銘柄等の発行会社が

「グリーンシート銘柄及びフェニックス

銘柄の発行会社等における会社情報等の

本協会への報告に関する細則」（以下「会

社情報等報告細則」という。）に定める事

象に該当する場合には、遅滞なく、本協会

に報告しなければならない。なお、当該報

告を当該発行会社が当該取扱会員に代わ

って行うことを妨げない。 

（会社情報の本協会への報告） 

第 16 条 グリーンシート銘柄の取扱会員

（取扱会員が代表取扱会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員。以下この項及び第

３項から第５項までにおいて同じ。）は、

当該グリーンシート銘柄の発行会社が「グ

リーンシート銘柄の発行会社等における

会社情報等の本協会への報告に関する細

則」（以下「会社情報等報告細則」という。）

に定める事象に該当する場合には、遅滞な

く、本協会に報告しなければならない。な

お、当該報告を当該発行会社が当該取扱会

員に代わって行うことを妨げない。 

２     （ 現行どおり ） 

３ 前項の場合において、グリーンシート銘

２     （ 省   略 ） 

３ 前項の場合において、グリーンシート銘
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柄等の取扱会員又は発行会社は、当該報告

に係る資料をＴＤｎｅｔにより本協会に

送信するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、グリーンシー

ト銘柄等の取扱会員又は発行会社は、本協

会所定の「会社情報の公開に関する通知

書」及び当該報告に係る資料（以下「公開

通知書等」という。）の本協会への提出を

もって同項に規定するＴＤｎｅｔによる

報告資料の送信に代えることができる。こ

の場合において、当該グリーンシート銘柄

の発行会社が国内の金融商品取引所（ＴＤ

ｎｅｔが設置されている金融商品取引所

に限る。以下この条において同じ。）に上

場されている有価証券の発行者であると

きは、本協会が適当と認める書類を当該金

融商品取引所に提出するとともに、その写

しを本協会に提出したときは、本協会に対

して公開通知書等の提出が行われたもの

とみなす。 

５ グリーンシート銘柄等の取扱会員又は

発行会社は、本協会が適当と認める場合に

は、公開通知書等のファクシミリによる送

信をもって前項前段の規定による公開通

知書等の提出に代えることができる。 

６     （ 現行どおり ） 

７ グリーンシート銘柄等の取扱会員等は、

第１項の報告の内容のうち会社情報等報

告細則に定めるものを、その報告のあった

日から取扱部店に備え置き、顧客の縦覧に

供しなければならない。 

８     （ 現行どおり ） 

 

柄の取扱会員又は発行会社は、当該報告に

係る資料をＴＤｎｅｔにより本協会に送

信するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、グリーンシー

ト銘柄の取扱会員又は発行会社は、本協会

所定の「会社情報の公開に関する通知書」

及び当該報告に係る資料（以下「公開通知

書等」という。）の本協会への提出をもっ

て同項に規定するＴＤｎｅｔによる報告

資料の送信に代えることができる。この場

合において、当該グリーンシート銘柄の発

行会社が国内の金融商品取引所（ＴＤｎｅ

ｔが設置されている金融商品取引所に限

る。以下この条において同じ。）に上場さ

れている有価証券の発行者であるときは、

本協会が適当と認める書類を当該金融商

品取引所に提出するとともに、その写しを

本協会に提出したときは、本協会に対して

公開通知書等の提出が行われたものとみ

なす。 

５ グリーンシート銘柄の取扱会員又は発

行会社は、本協会が適当と認める場合に

は、公開通知書等のファクシミリによる送

信をもって前項前段の規定による公開通

知書等の提出に代えることができる。 

６     （ 省   略 ） 

７ グリーンシート銘柄の取扱会員等は、第

１項の報告の内容のうち会社情報等報告

細則に定めるものを、その報告のあった日

から取扱部店に備え置き、顧客の縦覧に供

しなければならない。 

８     （ 省   略 ） 

 

（本協会による照会等及びこれに対する対

応） 

（本協会による照会等及びこれに対する対

応） 
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第 17 条 本協会は、グリーンシート銘柄等

の発行会社の会社情報に関して必要があ

ると認める場合は、当該銘柄の取扱会員に

対し、照会、事情聴取又は資料の徴求（以

下この条及び第 32 条において「照会等」

という。）を行うことができる。 

２ 取扱会員は、前項の規定に基づきグリー

ンシート銘柄等の発行会社の会社情報に

関し本協会が照会等を行った場合には、直

ちに当該照会等の事項について正確に報

告しなければならない。 

３     （ 現行どおり ） 

４     （ 現行どおり ） 

 

第 17 条 本協会は、グリーンシート銘柄の

発行会社の会社情報に関して必要がある

と認める場合は、当該銘柄の取扱会員に対

し、照会、事情聴取又は資料の徴求（以下

この条及び第 32 条において「照会等」と

いう。）を行うことができる。 

２ 取扱会員は、前項の規定に基づきグリー

ンシート銘柄の発行会社の会社情報に関

し本協会が照会等を行った場合には、直ち

に当該照会等の事項について正確に報告

しなければならない。 

３     （ 省   略 ） 

４     （ 省   略 ） 

 

第 ４ 章  投資勧誘 

 

（取引についての顧客への説明） 

第 19 条 協会員は、グリーンシート銘柄等

の取引を行う顧客（特定投資家（金商法第

２条第 31 項に規定する特定投資家（同法

第 34 条の２第５項の規定により特定投資

家以外の顧客とみなされる者を除き、同法

第 34 条の３第４項（同法第 34 条の４第４

項において準用する場合を含む。）の規定

により特定投資家とみなされる者を含

む。）をいう。以下同じ。）を除く。以下こ

の条及び第 22 条において同じ。）に対し、

金商法第 37 条の３第１項各号に掲げる事

項に併せてグリーンシート銘柄等の性格、

取引の仕組み、当該協会員におけるグリー

ンシート銘柄等の取引方法、グリーンシー

ト銘柄等に関する情報の周知方法、グリー

ンシート銘柄等への投資に当たってのリ

スク等について記載した契約締結前交付

書面（同項に規定する書面をいう。）を同

第 ４ 章  投資勧誘 

 

（取引についての顧客への説明） 

第 19 条 協会員は、グリーンシート銘柄の

取引を行う顧客（特定投資家（金商法第２

条第 31 項に規定する特定投資家（同法第

34 条の２第５項の規定により特定投資家

以外の顧客とみなされる者を除き、同法第

34 条の３第４項（同法第 34 条の４第４項

において準用する場合を含む。）の規定に

より特定投資家とみなされる者を含む。）

をいう。以下同じ。）を除く。以下この条

及び第 22 条において同じ。）に対し、金商

法第 37 条の３第１項各号に掲げる事項に

併せてグリーンシート銘柄の性格、取引の

仕組み、当該協会員におけるグリーンシー

ト銘柄の取引方法、グリーンシート銘柄に

関する情報の周知方法、グリーンシート銘

柄への投資に当たってのリスク等につい

て記載した契約締結前交付書面（同項に規

定する書面をいう。）を同条に定めるとこ
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条に定めるところにより交付し、これらに

ついて十分に説明しなければならない。 

ろにより交付し、これらについて十分に説

明しなければならない。 

２ 協会員は、グリーンシート銘柄等の取引

を初めて行う顧客（フェニックス銘柄の売

却を行う顧客を除く。）から、当該顧客の

判断と責任においてグリーンシート銘柄

等の取引を行う旨の確認を得るため、所定

の様式のグリーンシート銘柄等の取引に

関する確認書を徴求しなければならない。

 

２ 協会員は、グリーンシート銘柄の取引を

初めて行う顧客から、当該顧客の判断と責

任においてグリーンシート銘柄の取引を

行う旨の確認を得るため、所定の様式のグ

リーンシート銘柄の取引に関する確認書

を徴求しなければならない。 

 

（投資勧誘） 

第 20 条 取扱会員等以外の協会員は、顧客

の計算によるフェニックス銘柄の売付け

に係るものを除き、グリーンシート銘柄等

の投資勧誘を行ってはならない。 

（投資勧誘） 

第 20 条   （ 新   設 ） 

 

２ 協会員は、グリーンシート銘柄等の投資

勧誘（次条の規定による場合を除く。）を

行うに際しては、顧客（適格機関投資家を

除く。）に対し、直近の会社内容説明書等

及び当該直近の会社内容説明書等（臨時報

告書を除く。）の記載日以降に前章の規定

により報告した内容（当該直近の会社内容

説明書等に記載されているものは除く。）

を記した書面を用いて、当該銘柄及びその

発行会社の内容を十分説明しなければな

らない。 

  取扱会員等及び当該取扱会員等が金融

商品仲介業務の委託を行う特別会員は、グ

リーンシート銘柄の投資勧誘（次条の規定

による場合を除く。）を行うに際しては、

顧客（適格機関投資家を除く。）に対し、

直近の会社内容説明書等及び当該直近の

会社内容説明書等（臨時報告書を除く。）

の記載日以降に前章の規定により報告し

た内容（当該直近の会社内容説明書等に記

載されているものは除く。）を記した書面

を用いて、当該銘柄及びその発行会社の内

容を十分説明しなければならない。 

３ 協会員は、グリーンシート銘柄等の投資

勧誘を行うに当って顧客から取引価格の

算定方法等について説明を求められた場

合には、第 35 条の規定に基づき公表され

るグリーンシート銘柄等の気配や売買価

格などを用いるなどして説明しなければ

ならない。 

 

（ 新   設 ） 
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（募集等の取扱い等を行う場合の投資勧誘）

第 21 条 取扱会員等及び当該取扱会員等

が金融商品仲介業務の委託を行う特別会

員は、金商法第13条及び第15条第２項の規

定により目論見書の作成及び交付をしな

ければならないグリーンシート銘柄等の

募集若しくは売出しの取扱い又は売出し

を行うに際しては、顧客に対し、法令の定

めに従って当該目論見書を交付した上で、

当該銘柄及びその発行会社の内容を十分

説明しなければならない。 

２ 取扱会員等及び当該取扱会員等が金融

商品仲介業務の委託を行う特別会員は、金

商法第13条及び第15条第２項の規定によ

る目論見書の作成及び交付を要しないグ

リーンシート銘柄等の募集、売出し（売出

しに相当するものを含む。以下この項にお

いて同じ。）又は私募（以下「募集等」と

いう。）の取扱い又は売出し（以下「募集

等の取扱い等」という。）を行うに際して

は、顧客に対し、有価証券報告書又は第２

条第４号に規定する記載内容に加え、当該

募集等を行う当該グリーンシート銘柄等

の証券情報を企業内容等の開示に関する

内閣府令又は特定有価証券の内容等の開

示に関する内閣府令に定める有価証券届

出書の「証券情報」の記載事項に準拠して

追記した会社内容説明書（前章の報告の内

容を記した書面がある場合は、当該書面を

含む。以下この項において同じ。）を用い

て、当該銘柄及びその発行会社の内容を十

分説明しなければならない。ただし、適格

機関投資家に対する投資勧誘においては、

この限りでない。 

 

（募集等の取扱い等を行う場合の投資勧誘）

第 21 条 取扱会員等及び当該取扱会員等

が金融商品仲介業務の委託を行う特別会

員は、金商法第13条及び第15条第２項の規

定により目論見書の作成及び交付をしな

ければならないグリーンシート銘柄の募

集若しくは売出しの取扱い又は売出しを

行うに際しては、顧客に対し、法令の定め

に従って当該目論見書を交付した上で、当

該銘柄及びその発行会社の内容を十分説

明しなければならない。 

２ 取扱会員等及び当該取扱会員等が金融

商品仲介業務の委託を行う特別会員は、金

商法第13条及び第15条第２項の規定によ

る目論見書の作成及び交付を要しないグ

リーンシート銘柄の募集、売出し（売出し

に相当するものを含む。以下この項におい

て同じ。）又は私募（以下「募集等」とい

う。）の取扱い又は売出し（以下「募集等

の取扱い等」という。）を行うに際しては、

顧客に対し、有価証券報告書又は第２条第

４号に規定する記載内容に加え、当該募集

等を行う当該グリーンシート銘柄の証券

情報を企業内容等の開示に関する内閣府

令又は特定有価証券の内容等の開示に関

する内閣府令に定める有価証券届出書の

「証券情報」の記載事項に準拠して追記し

た会社内容説明書（前章の報告の内容を記

した書面がある場合は、当該書面を含む。

以下この項において同じ。）を用いて、当

該銘柄及びその発行会社の内容を十分説

明しなければならない。ただし、適格機関

投資家に対する投資勧誘においては、この

限りでない。 
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（グリーンシート銘柄等であること等の明

示） 

第 22 条 協会員は、顧客からグリーンシー

ト銘柄等の取引の注文を受ける際は、その

都度、当該有価証券がグリーンシート銘柄

又はフェニックス銘柄であること及びグ

リーンシート銘柄である場合には当該グ

リーンシート銘柄の区分を明示しなけれ

ばならない。 

 

（グリーンシート銘柄であること等の明示）

 

第 22 条 取扱会員等及び当該取扱会員等

が金融商品仲介業務の委託を行う特別会

員は、顧客からグリーンシート銘柄の取引

の注文を受ける際は、その都度、当該有価

証券がグリーンシート銘柄であること及

び当該グリーンシート銘柄の銘柄区分を

明示しなければならない。 

 

第 ５ 章  売   買 

 

（顧客からの確認事項等） 

第 23 条 会員は、顧客からグリーンシート

銘柄等の注文を受ける場合には、あらかじ

め次の各号に掲げる事項を当該顧客に確

認しなければならない。 

１～４   （ 現行どおり ） 

２ 会員は、顧客からグリーンシート銘柄等

の注文を受ける場合には、その都度、次に

掲げる事項について指示を受けなければ

ならない。 

１～７   （ 現行どおり ） 

 

第 ５ 章  売   買 

 

（顧客からの確認事項等） 

第 23 条 会員は、顧客からグリーンシート

銘柄の注文を受ける場合には、あらかじめ

次の各号に掲げる事項を当該顧客に確認

しなければならない。 

１～４   （ 省   略 ） 

２ 会員は、顧客からグリーンシート銘柄の

注文を受ける場合には、その都度、次に掲

げる事項について指示を受けなければな

らない。 

１～７   （ 省   略 ） 

 

（売買及び受渡し） 

第 24 条 グリーンシート銘柄等の店頭取

引は、委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又

は仕切りの形式により、会員間又は会員と

顧客との間の相対売買により行わなけれ

ばならない。 

２ グリーンシート銘柄等の店頭取引（委託

の媒介を除く。以下この条において同じ。）

の受渡しは、個別受渡しとし、売買約定日

から起算して４日目（休業日を除いて日数

計算を行うものとする。以下この条におけ

（売買及び受渡し） 

第 24 条 グリーンシート銘柄の店頭取引

は、委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は

仕切りの形式により、会員間又は会員と顧

客との間の相対売買により行わなければ

ならない。 

２ グリーンシート銘柄の店頭取引（委託の

媒介を除く。以下この条において同じ。）

の受渡しは、個別受渡しとし、売買約定日

から起算して４日目（休業日を除いて日数

計算を行うものとする。以下この条におけ



 22

改 正 案 現   行 

る日数計算について同じ。）の日に行わな

ければならない。ただし、売方会員が買方

会員の承認を受けたものについては、売買

約定の日から起算して４日目の日前に、又

は７日目の日までに、その受渡しを行うこ

とができる。 

３ グリーンシート銘柄等の店頭取引の受

渡しは、当該店頭取引に係る株券、新株予

約権証券又は新株予約権付社債券をもっ

て行わなければならない。 

る日数計算について同じ。）の日に行わな

ければならない。ただし、売方会員が買方

会員の承認を受けたものについては、売買

約定の日から起算して４日目の日前に、又

は７日目の日までに、その受渡しを行うこ

とができる。 

３ グリーンシート銘柄の店頭取引の受渡

しは、当該店頭取引に係る株券、新株予約

権証券又は新株予約権付社債券をもって

行わなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、受渡物件の授

受は、保振法第６条の２に規定する株券等

を発行した者の同意を得て、指定保管振替

機関が取り扱う株券（以下この条において

「指定保管振替機関取扱株券」という。）

及び転換社債型新株予約権付社債券（新株

予約権付社債券のうち、新株予約権の行使

に際してする出資の目的が当該新株予約

権付社債券に係る社債であるものをいう。

以下この条において「指定保管振替機関取

扱転換社債型新株予約権付社債券」とい

う。）にあっては、指定保管振替機関の参

加者口座における口座振替により、それ以

外の有価証券にあっては、本協会が認める

決済会社の参加者口座における口座振替

により行うことができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、受渡物件の授

受は、株券等の保管及び振替に関する法律

（以下この条において「保振法」という。）

第６条の２に規定する株券等を発行した

者の同意を得て、保管振替機関が取り扱う

株券（以下この条において「機構取扱株券」

という。）及び転換社債型新株予約権付社

債券（新株予約権付社債券のうち、新株予

約権の行使に際してする出資の目的が当

該新株予約権付社債券に係る社債である

ものをいう。以下この条において「機構取

扱転換社債型新株予約権付社債券」とい

う。）にあっては、株式会社証券保管振替

機構（以下この条において「機構」という。）

の参加者口座における口座振替により、そ

れ以外の有価証券にあっては、本協会が認

める決済会社の参加者口座における口座

振替により行うことができる。 

５ 指定保管振替機関が保振法に基づく実

質株主の通知を行うため本協会が必要と

認める日に行う当該株券の店頭取引は、当

該発行会社の各事業年度の開始の日から

６か月を経過した日の３日前の日から行

うものとする。 

６     （ 現行どおり ） 

５ 機構が保振法に基づく実質株主の通知

を行うため本協会が必要と認める日に行

う当該株券の店頭取引は、当該発行会社の

各事業年度の開始の日から６か月を経過

した日の３日前の日から行うものとする。

 

６     （ 省   略 ） 
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７ 指定保管振替機関取扱転換社債型新株

予約権付社債券について、当該指定保管振

替機関取扱転換社債型新株予約権付社債

券の利払期日（利払期日が銀行休業日に当

たり、利払期日前に利子の支払が行われる

ときは、当該利子の支払が行われる日。以

下同じ。）の４日前の日の店頭取引の受渡

しは、第２項の規定にかかわらず、売買約

定日から起算して５日目の日に行わなけ

ればならない。 

８～10   （ 現行どおり ） 

 

７ 機構取扱転換社債型新株予約権付社債

券について、当該機構取扱転換社債型新株

予約権付社債券の利払期日（利払期日が銀

行休業日に当たり、利払期日前に利子の支

払が行われるときは、当該利子の支払が行

われる日。以下同じ。）の４日前の日の店

頭取引の受渡しは、第２項の規定にかかわ

らず、売買約定日から起算して５日目の日

に行わなければならない。 

 

８～10   （ 省   略 ） 

 

（自己売買） 

第 25 条 会員は、グリーンシート銘柄等に

ついて自己の計算による売買（以下「自己

売買」という。）を行う場合においては、

公正な価格形成及び経営の健全性を損な

うことのないよう留意するものとする。 

 

（自己売買） 

第 25 条 会員は、グリーンシート銘柄につ

いて自己の計算による売買（以下「自己売

買」という。）を行う場合においては、公

正な価格形成及び経営の健全性を損なう

ことのないよう留意するものとする。 

 

（過当の取引） 

第 28 条 会員は、グリーンシート銘柄等に

ついては、自己又は関係会社等の計算にお

いて、自己の資力又は当該グリーンシート

銘柄等の取引状況に比し、過当とみられる

店頭取引を行ってはならない。 

 

（過当の取引） 

第 28 条 会員は、グリーンシート銘柄につ

いては、自己又は関係会社等の計算におい

て、自己の資力又は当該グリーンシート銘

柄の取引状況に比し、過当とみられる店頭

取引を行ってはならない。 

 

（買あおり又は売崩し） 

第 29 条 会員は、グリーンシート銘柄等に

ついて他人に誤解を生じさせ、人為的に活

況を仮装し又は相場に不当な影響を与え

若しくは実勢を反映しない作為的相場を

形成する等の目的をもって、順次に気配若

しくは売買価格を高くして買付けを行い

又は順次に気配若しくは売買価格を低く

して売付けを行う等の行為を行ってはな

（買あおり又は売崩し） 

第 29 条 会員は、グリーンシート銘柄につ

いて他人に誤解を生じさせ、人為的に活況

を仮装し又は相場に不当な影響を与え若

しくは実勢を反映しない作為的相場を形

成する等の目的をもって、順次に気配若し

くは売買価格を高くして買付けを行い又

は順次に気配若しくは売買価格を低くし

て売付けを行う等の行為を行ってはなら
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らない。 

 

ない。 

 

（成行注文の受託、信用取引及び未発行店頭

有価証券の店頭取引の禁止） 

第 30 条 協会員は、グリーンシート銘柄等

については成行注文を受けてはならない。

２ 協会員は、グリーンシート銘柄等につい

ては信用取引（協会員が信用の供与を受け

て行う売買を含む。）を行ってはならない。

３     （ 現行どおり ） 

 

（成行注文の受託、信用取引及び未発行店頭

有価証券の店頭取引の禁止） 

第 30 条 協会員は、グリーンシート銘柄に

ついては成行注文を受けてはならない。 

２ 協会員は、グリーンシート銘柄について

は信用取引（協会員が信用の供与を受けて

行う売買を含む。）を行ってはならない。

３     （ 省   略 ） 

 

第 ６ 章  売 買 管 理 

 

（取引時間帯） 

第 31 条 会員がグリーンシート銘柄等の

店頭取引を行うことができる時間は、午前

９時 00 分から午後３時 00 分まで（休業日

を除く。）とする。ただし、半休日におい

ては、午前９時 00 分から午前 11 時 00 分

までとする。 

 

（不正取引行為の禁止等） 

第 32 条 取扱会員等及び当該取扱会員等

が金融商品仲介業務の委託を行う特別会

員は、グリーンシート銘柄等の店頭取引を

行うにあたっては、当該店頭取引が金商法

その他関係法令及びこの規則の規定に反

しないものであることを確認しなければ

ならない。 

２     （ 現行どおり ） 

 

第 ６ 章  売 買 管 理 

 

（取引時間帯） 

第 31 条 会員がグリーンシート銘柄の店

頭取引を行うことができる時間は、午前９

時 00 分から午後３時 00 分まで（休業日を

除く。）とする。ただし、半休日において

は、午前９時 00 分から午前 11 時 00 分ま

でとする。 

 

（不正取引行為の禁止等） 

第 32 条 取扱会員等及び当該取扱会員等

が金融商品仲介業務の委託を行う特別会

員は、グリーンシート銘柄の店頭取引を行

うにあたっては、当該店頭取引が金商法そ

の他関係法令及びこの規則の規定に反し

ないものであることを確認しなければな

らない。 

２     （ 省   略 ） 

 

（売買審査） 

第 33 条 本協会は、次の各号に定めるグリ

ーンシート銘柄等の売買について審査を

行うものとする。 

（売買審査） 

第 33 条 本協会は、次の各号に定めるグリ

ーンシート銘柄の売買について審査を行

うものとする。 
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１    （ 現行どおり ） 

２ グリーンシート銘柄等の発行者に係

る金商法第166条第１項に規定する業務

等に関する重要事実及びグリーンシー

ト銘柄等に係る金商法第167条第３項に

規定する公開買付け等事実（以下「重要

事実等」という。）が公表された銘柄の

売買等 

３ その他本協会が審査の必要があると

認めたグリーンシート銘柄等の売買 

２ 前項各号に掲げるグリーンシート銘柄

等の売買の審査は、次の各号に掲げる項目

その他の項目のうち、必要なものについて

行う。 

１～４   （ 現行どおり ） 

３ 本協会は、グリーンシート銘柄等の店頭

取引に関して必要があると認める場合は、

協会員に対し、照会等を行うことができ

る。 

４ 協会員は、前項の規定に基づきグリーン

シート銘柄等の店頭取引に関し本協会が

照会等を行った場合には、直ちに当該照会

等の事項について正確に報告しなければ

ならない。 

 

５ 取扱会員等は、前項の照会等への対応を

主に担当するグリーンシート銘柄等担当

責任者及びグリーンシート銘柄等担当者

を定めるとともに、所定の様式により、本

協会に届け出なければならない。なお、当

該責任者及び担当者について変更が生じ

た場合は、所定の様式により、改めて本協

会に届け出なければならない。 

 

１    （ 省   略 ） 

２ グリーンシート銘柄の発行者に係る

金商法第166条第１項に規定する業務等

に関する重要事実及びグリーンシート

銘柄に係る金商法第167条第３項に規定

する公開買付け等事実（以下「重要事実

等」という。）が公表された銘柄の売買

等 

３ その他本協会が審査の必要があると

認めたグリーンシート銘柄の売買 

２ 前項各号に掲げるグリーンシート銘柄

の売買の審査は、次の各号に掲げる項目そ

の他の項目のうち、必要なものについて行

う。 

１～４   （ 省   略 ） 

３ 本協会は、グリーンシート銘柄の店頭取

引に関して必要があると認める場合は、協

会員に対し、照会等を行うことができる。

 

４ 協会員は、前項の規定に基づきグリーン

シート銘柄の店頭取引に関し本協会が照

会等を行った場合には、直ちに当該照会等

の事項について正確に報告しなければな

らない。 

 

５ 取扱会員等は、前項の照会等への対応を

主に担当するグリーンシート銘柄担当責

任者及びグリーンシート銘柄担当者を定

めるとともに、所定の様式により、本協会

に届け出なければならない。なお、当該責

任者及び担当者について変更が生じた場

合は、所定の様式により、改めて本協会に

届け出なければならない。 

 

（売買の停止） （売買の停止） 
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第 34 条 本協会は、次の各号に掲げる場合

には、それぞれ当該各号に定めるところに

より、グリーンシート銘柄等の店頭取引を

停止することができる。 

１ グリーンシート銘柄等の発行会社が

株式の併合又は分割等のため、株券の提

出を求める場合で、本協会が必要がある

と認める場合 

 原則として、株券提出期間満了の日の

３日前の日（株券提出期間満了の日が休

業日に当たるときは、当該日の４日前の

日）から当該併合又は分割等の効力発生

の日の前日まで。 

２    （ 現行どおり ） 

３ グリーンシート銘柄等又はその発行

会社に関し、投資者の投資判断に重大な

影響を与えるおそれがあると認められ

る情報が生じている場合で、当該情報の

内容が不明確である場合又は本協会が

当該情報の内容を周知させる必要があ

ると認める場合 

 グリーンシート銘柄等又はその発行

会社に関し、会社情報等報告細則により

報告が必要とされる事実に関する情報

が生じている場合において、本協会が必

要と認めた時から、当該情報の真偽及び

内容に関する発表等が行われたことを

本協会が確認した後 30 分を経過した時

（グリーンシート銘柄等としての指定

を取り消す事由に該当する場合又はそ

のおそれがあると認める場合は、本協会

が指定取消しの決定に関する発表を行

った後 30 分を経過した時）まで。ただ

し、当該銘柄のグリーンシート銘柄等と

しての指定を取り消すこととした場合

第 34 条 本協会は、次の各号に掲げる場合

には、それぞれ当該各号に定めるところに

より、グリーンシート銘柄の店頭取引を停

止することができる。 

１ グリーンシート銘柄の発行会社が株

式の併合又は分割等のため、株券の提出

を求める場合で、本協会が必要があると

認める場合 

 原則として、株券提出期間満了の日の

３日前の日（株券提出期間満了の日が休

業日に当たるときは、当該日の４日前の

日）から当該併合又は分割等の効力発生

の日の前日まで。 

２    （ 省   略 ） 

３ グリーンシート銘柄又はその発行会

社に関し、投資者の投資判断に重大な影

響を与えるおそれがあると認められる

情報が生じている場合で、当該情報の内

容が不明確である場合又は本協会が当

該情報の内容を周知させる必要がある

と認める場合 

 グリーンシート銘柄又はその発行会

社に関し、会社情報等報告細則により報

告が必要とされる事実に関する情報が

生じている場合において、本協会が必要

と認めた時から、当該情報の真偽及び内

容に関する発表等が行われたことを本

協会が確認した後30分を経過した時（グ

リーンシート銘柄としての指定を取り

消す事由に該当する場合又はそのおそ

れがあると認める場合は、本協会が指定

取消しの決定に関する発表を行った後

30 分を経過した時）まで。ただし、当該

銘柄のグリーンシート銘柄としての指

定を取り消すこととした場合その他本
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その他本協会が停止の継続を適当と認

めた場合は、停止期間を延長することが

できる。 

４    （ 現行どおり ） 

 

協会が停止の継続を適当と認めた場合

は、停止期間を延長することができる。

 

４    （ 省  略 ） 

 

２ 会員は、本協会が前項の規定によりグリ

ーンシート銘柄等の店頭取引を停止して

いる間は、当該グリーンシート銘柄等の店

頭取引を行ってはならない。 

 

２ 会員は、本協会が前項の規定によりグリ

ーンシート銘柄の店頭取引を停止してい

る間は、当該グリーンシート銘柄の店頭取

引を行ってはならない。 

 

第 ７ 章  気配提示・報告及び売買報告

 

（気配の提示、報告及び公表等） 

第 35 条 取扱会員等は、自社が取扱会員又

は準取扱会員として指定されているグリ

ーンシート銘柄等の店頭取引を行う際の

売買価格の参考となる売り気配又は買い

気配（以下「気配」という。）を、取扱部

店の店頭等において、第９条第２項におい

て日次公表と明示した銘柄については毎

営業日、週次公表と明示した銘柄について

は週１回以上の頻度で、継続的に提示しな

ければならない。ただし、会社買収等本協

会が特に認めた場合については、この限り

でない。 

２ 取扱会員等が取扱部店以外でグリーン

シート銘柄等の気配を提示する場合は、当

該気配と併せて会員名及び取扱部店名並

びに当該気配の提示日を明示しなければ

ならない。 

３     （ 現行どおり ） 

４     （ 現行どおり ） 

５ 会員（取扱会員等を除く。第７項におい

て同じ。）は、自己の計算において同時に

多数の者に対しグリーンシート銘柄等の

第 ７ 章  気配提示・報告及び売買報告

 

（気配の提示、報告及び公表等） 

第 35 条 取扱会員等は、自社が取扱会員又

は準取扱会員として指定されているグリ

ーンシート銘柄の店頭取引を行う際の売

買価格の参考となる売り気配又は買い気

配（以下「気配」という。）を、取扱部店

の店頭等において、第９条第２項において

日次公表と明示した銘柄については毎営

業日、週次公表と明示した銘柄については

週１回以上の頻度で、継続的に提示しなけ

ればならない。ただし、会社買収等本協会

が特に認めた場合については、この限りで

ない。 

２ 取扱会員等が取扱部店以外でグリーン

シート銘柄の気配を提示する場合は、当該

気配と併せて会員名及び取扱部店名並び

に当該気配の提示日を明示しなければな

らない。 

３     （ 省   略 ） 

４     （ 省   略 ） 

５ 会員（取扱会員等を除く。第７項におい

て同じ。）は、自己の計算において同時に

多数の者に対しグリーンシート銘柄の売
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売付け又は買付けの申込みをした場合及

びグリーンシート銘柄等の売買の受託等

をした場合は、日次公表とされている銘柄

については当該営業日の午後５時 00 分ま

でに、週次公表とされている銘柄について

は当該営業日の翌週月曜日（当日が休業日

の場合は、翌営業日）の午後５時 00 分ま

でに、直近の申込みに係る価格及び数量等

を、所定の様式により、本協会に報告しな

ければならない。 

６ 取扱会員等は、自社が取扱会員又は準取

扱会員として指定を受けているグリーン

シート銘柄等の店頭取引の内容について、

第９条第２項において日次公表と明示し

た銘柄については毎営業日の午後５時 00

分までに、週次公表と明示した銘柄につい

ては毎週月曜日（当日が休業日の場合は、

翌営業日）の午後５時 00 分までに、所定

の様式により、本協会に報告しなければな

らない。 

７ 会員は、グリーンシート銘柄等の店頭取

引を行った場合は、日次公表とされている

銘柄については当該営業日の午後５時 00

分までに、週次公表とされている銘柄につ

いては当該営業日の翌週月曜日（当日が休

業日の場合は、翌営業日）の午後５時 00

分までに、所定の様式により、本協会に報

告しなければならない。 

８ 本協会は、第３項及び第５項から前項ま

での規定により会員から報告されたグリ

ーンシート銘柄等の気配及び売買の内容

について公表する。 

 

付け又は買付けの申込みをした場合及び

グリーンシート銘柄の売買の受託等をし

た場合は、日次公表とされている銘柄につ

いては当該営業日の午後５時00分までに、

週次公表とされている銘柄については当

該営業日の翌週月曜日（当日が休業日の場

合は、翌営業日）の午後５時 00 分までに、

直近の申込みに係る価格及び数量等を、所

定の様式により、本協会に報告しなければ

ならない。 

６ 取扱会員等は、自社が取扱会員又は準取

扱会員として指定を受けているグリーン

シート銘柄の店頭取引の内容について、第

９条第２項において日次公表と明示した

銘柄については毎営業日の午後５時 00 分

までに、週次公表と明示した銘柄について

は毎週月曜日（当日が休業日の場合は、翌

営業日）の午後５時 00 分までに、所定の

様式により、本協会に報告しなければなら

ない。 

７ 会員は、グリーンシート銘柄の店頭取引

を行った場合は、日次公表とされている銘

柄については当該営業日の午後５時 00 分

までに、週次公表とされている銘柄につい

ては当該営業日の翌週月曜日（当日が休業

日の場合は、翌営業日）の午後５時 00 分

までに、所定の様式により、本協会に報告

しなければならない。 

８ 本協会は、第３項及び第５項から前項ま

での規定により会員から報告されたグリ

ーンシート銘柄の気配及び売買の内容に

ついて公表する。 

 

第 ８ 章  指定の取消し 

 

第 ８ 章  指定の取消し 
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（取扱会員としての指定の取消し） 

第 36 条 取扱会員等としての指定の取消

しを希望する取扱会員等は、所定の様式に

より、本協会に届け出なければならない。

ただし、取扱会員が代表取扱会員を定めて

いる場合ですべての取扱会員が同時に当

該指定の取消しを希望するときは、それぞ

れの取扱会員に代わって当該代表取扱会

員が届出を行うことができる。 

２ グリーンシート銘柄等の募集等の取扱

い等を行った取扱会員は、当該募集等に係

る払込日又は受渡日以後６か月を経過す

る日までの間は、前項の届出を行うことが

できない。ただし、本協会が特に認めた場

合はこの限りでない。 

３     （ 現行どおり ） 

４     （ 現行どおり ） 

５ グリーンシート銘柄等が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、本協会は、第１

項の届出によらずに、当該銘柄のすべての

取扱会員としての指定を取り消すことが

できる。 

１ 取引所金融商品市場への上場 

 グリーンシート銘柄等が取引所金融

商品市場に上場されることとなった場

合 

２ 破産手続、再生手続又は更生手続 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

法律の規定に基づく破産手続、再生手続

若しくは更生手続を必要とするに至っ

た場合又はこれに準ずる状態になった

場合 

３ 銀行取引の停止 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

発行した手形等が不渡りとなり銀行取

（取扱会員としての指定の取消し） 

第 36 条 取扱会員等としての指定の取消

しを希望する取扱会員等は、所定の様式に

より、本協会に届け出なければならない。

ただし、取扱会員が代表取扱会員を定めて

いる場合ですべての取扱会員が同時に当

該指定の取消しを希望するときは、それぞ

れの取扱会員に代わって当該代表取扱会

員が届出を行うことができる。 

２ グリーンシート銘柄の募集等の取扱い

等を行った取扱会員は、当該募集等に係る

払込日又は受渡日以後６か月を経過する

日までの間は、前項の届出を行うことがで

きない。ただし、本協会が特に認めた場合

はこの限りでない。 

３     （ 省   略 ） 

４     （ 省   略 ） 

５ グリーンシート銘柄が次の各号のいず

れかに該当する場合は、本協会は、第１項

の届出によらずに、当該銘柄のすべての取

扱会員としての指定を取り消すことがで

きる。 

１ 取引所金融商品市場への上場 

 グリーンシート銘柄が取引所金融商

品市場に上場されることとなった場合 

 

２ 破産手続、再生手続又は更生手続 

 グリーンシート銘柄の発行会社が法

律の規定に基づく破産手続、再生手続若

しくは更生手続を必要とするに至った

場合又はこれに準ずる状態になった場

合 

３ 銀行取引の停止 

 グリーンシート銘柄の発行会社が発

行した手形等が不渡りとなり銀行取引
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引が停止された場合又は停止されるこ

とが確実となった場合 

４ 営業活動の停止 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

営業活動若しくは事業活動を停止した

場合又はこれに準ずる状態になった場

合 

５ 会社内容説明書等の提出遅延 

グリーンシート銘柄等の発行会社が

第 15 条第１項及び第２項に規定する期

間の経過後１ヶ月以内に会社内容説明

書等（臨時報告書を除く。）を本協会に

提出しなかった場合又は有価証券報告

書若しくは半期報告書を金商法第 24 条

第１項若しくは第 24 条の５第１項に規

定する期間の経過後１ヶ月以内に内閣

総理大臣に提出しなかった場合 

６ 虚偽記載（有価証券報告書提出会社に

おいては、内閣総理大臣等から訂正命令

（原則として、金商法第 10 条（金商法

第24条の２及び第24条の５において準

用する場合を含む。）又は第 23 条の 10

に係る訂正命令をいう。）若しくは課徴

金納付命令（金商法第 172 条第１項（同

条第４項において準用する場合を含

む。）に係る命令をいう。）を受けた場合

又は内閣総理大臣等若しくは証券取引

等監視委員会により金商法第197条若し

くは第 207 条に係る告発が行われた場

合、又は有価証券届出書、発行登録書及

び発行登録追補書類並びにこれらの書

類の添付書類及びこれらの書類に係る

参考書類、有価証券報告書及びその添付

書類、半期報告書並びに目論見書に係る

訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報

が停止された場合又は停止されること

が確実となった場合 

４ 営業活動の停止 

 グリーンシート銘柄の発行会社が営

業活動若しくは事業活動を停止した場

合又はこれに準ずる状態になった場合 

 

５ 会社内容説明書等の提出遅延 

グリーンシート銘柄の発行会社が第

15 条第１項及び第２項に規定する期間

の経過後１ヶ月以内に会社内容説明書

等（臨時報告書を除く。）を本協会に提

出しなかった場合又は有価証券報告書

若しくは半期報告書を金商法第 24 条第

１項若しくは第 24 条の５第１項に規定

する期間の経過後１ヶ月以内に内閣総

理大臣に提出しなかった場合 

６ 虚偽記載（有価証券報告書提出会社に

おいては、内閣総理大臣等から訂正命令

（原則として、金商法第 10 条（金商法

第24条の２及び第24条の５において準

用する場合を含む。）又は第 23 条の 10

に係る訂正命令をいう。）若しくは課徴

金納付命令（金商法第 172 条第１項（同

条第４項において準用する場合を含

む。）に係る命令をいう。）を受けた場合

又は内閣総理大臣等若しくは証券取引

等監視委員会により金商法第197条若し

くは第 207 条に係る告発が行われた場

合、又は有価証券届出書、発行登録書及

び発行登録追補書類並びにこれらの書

類の添付書類及びこれらの書類に係る

参考書類、有価証券報告書及びその添付

書類、半期報告書並びに目論見書に係る

訂正届出書、訂正発行登録書又は訂正報
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告書を提出した場合であって、本協会が

その訂正した内容を重要と認めるもの

である場合をいうものとし、会社内容説

明書提出会社においては、グリーンシー

ト銘柄等の発行会社が会社内容説明書

を訂正した場合であって、本協会がその

訂正した内容を重要であると認めるも

のである場合をいうものとする。）又は

不適正意見等 

 次のイ又はロに該当する場合 

イ グリーンシート銘柄等の発行会社

が会社内容説明書等に虚偽記載を行

い、かつ、その影響が重大であると本

協会が認めた場合 

ロ 公認会計士又は監査法人による総

合意見が適正又は適法である旨の監

査報告書又は中間監査報告書が、グリ

ーンシート銘柄等の発行会社が会社

内容説明書等に記載する財務諸表、連

結財務諸表、中間財務諸表又は中間連

結財務諸表に添付されていないこと。

７ 会社情報の不適切な報告 

 取扱会員が、グリーンシート銘柄等の

発行会社についての第 16 条第１項、第

17 条第２項及び第 18 条第１項に規定す

る会社情報の報告を適時適切に行わず、

かつ、その影響が重大であると本協会が

認めた場合 

８ 株主名簿管理人への株式事務の委託 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

株式事務を株主名簿管理人に委託しな

いこととなった場合又は委託しないこ

ととなることが確実となった場合 

９ 譲渡制限 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

告書を提出した場合であって、本協会が

その訂正した内容を重要と認めるもの

である場合をいうものとし、会社内容説

明書提出会社においては、グリーンシー

ト銘柄の発行会社が会社内容説明書を

訂正した場合であって、本協会がその訂

正した内容を重要であると認めるもの

である場合をいうものとする。）又は不

適正意見等 

 次のイ又はロに該当する場合 

イ グリーンシートの発行会社が会社

内容説明書等に虚偽記載を行い、か

つ、その影響が重大であると本協会が

認めた場合 

ロ 公認会計士又は監査法人による総

合意見が適正又は適法である旨の監

査報告書又は中間監査報告書が、グリ

ーンシートの発行会社が会社内容説

明書等に記載する財務諸表、連結財務

諸表、中間財務諸表又は中間連結財務

諸表に添付されていないこと。 

７ 会社情報の不適切な報告 

 取扱会員が、グリーンシート銘柄の発

行会社についての第 16 条第１項、第 17

条第２項及び第 18 条第１項に規定する

会社情報の報告を適時適切に行わず、か

つ、その影響が重大であると本協会が認

めた場合 

８ 株主名簿管理人への株式事務の委託 

 グリーンシート銘柄の発行会社が株

式事務を株主名簿管理人に委託しない

こととなった場合又は委託しないこと

となることが確実となった場合 

９ 譲渡制限 

 グリーンシート銘柄の発行会社が当
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当該銘柄の譲渡につき制限を行うこと

とした場合 

10 全部取得 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

当該銘柄に係る株式の全部を取得する

場合 

11 完全子会社化 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

株式交換又は株式移転により他の会社

の完全子会社となる場合 

該銘柄の譲渡につき制限を行うことと

した場合 

10 全部取得 

 グリーンシート銘柄の発行会社が当

該銘柄に係る株式の全部を取得する場

合 

11 完全子会社化 

 グリーンシート銘柄の発行会社が株

式交換又は株式移転により他の会社の

完全子会社となる場合 

12 指定保管振替機関取扱いの廃止 

フェニックス銘柄について指定保管

振替機関が取扱いの廃止を決定するこ

とが確実となった場合若しくはフェニ

ックス銘柄の発行会社が当該銘柄につ

いて保振法第６条の２に規定する同意

を撤回した場合 

（ 新   設 ） 

13 その他 

  前各号のほか、公益又は投資者保護の

ため、本協会が当該銘柄のグリーンシー

ト銘柄等としての指定を取り消すこと

が適当と認めた場合 

12 その他 

  前各号のほか、公益又は投資者保護の

ため、本協会が当該銘柄のグリーンシー

ト銘柄としての指定を取り消すことが

適当と認めた場合 

６～８   （ 現行どおり ） 

 

６～８   （ 省   略 ） 

 

（グリーンシート銘柄等としての指定の取

消し） 

第 37 条 本協会は、取扱会員が皆無となっ

たグリーンシート銘柄等について、グリー

ンシート銘柄等としての指定を取り消す。

２ 前項の規定によりグリーンシート銘柄

等としての指定を取り消す際に、なお準取

扱会員として指定している会員がある場

合は、本協会は、当該取消しと同時に、す

べての準取扱会員としての指定を取り消

す。 

（グリーンシート銘柄としての指定の取消

し） 

第 37 条 本協会は、取扱会員が皆無となっ

たグリーンシート銘柄について、グリーン

シート銘柄としての指定を取り消す。 

２ 前項の規定によりグリーンシート銘柄

としての指定を取り消す際に、なお準取扱

会員として指定している会員がある場合

は、本協会は、当該取消しと同時に、すべ

ての準取扱会員としての指定を取り消す。
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３     （ 現行どおり ） 

 

３     （ 省   略 ） 

 

第 ９ 章 適格機関投資家限定勧誘の特例

 

（適格機関投資家限定勧誘の特例） 

第 38 条 グリーンシート銘柄等の募集等

において、会員（当該銘柄の取扱会員等を

除く。以下この条において同じ。）及び当

該会員が金融商品仲介業務の委託を行う

特別会員が当該募集等の取扱い等を行う

場合で、当該募集等で取得したグリーンシ

ート銘柄等に譲渡制限を付すことを条件

として適格機関投資家のみに対して投資

勧誘を行うときには、当該会員には前７章

の規定を適用しない。 

２ 店頭有価証券規則第４条第２項及び第

３項の規定は、前項の譲渡制限について準

用する。この場合において、「店頭有価証

券」とあるのは「グリーンシート銘柄等」

と読み替えるものとする。 

３    （ 現行どおり ） 

 

第 ９ 章 適格機関投資家限定勧誘の特例

 

（適格機関投資家限定勧誘の特例） 

第 38 条 グリーンシート銘柄の募集等に

おいて、会員（当該銘柄の取扱会員等を除

く。以下この条において同じ。）及び当該

会員が金融商品仲介業務の委託を行う特

別会員が当該募集等の取扱い等を行う場

合で、当該募集等で取得したグリーンシー

ト銘柄に譲渡制限を付すことを条件とし

て適格機関投資家のみに対して投資勧誘

を行うときには、当該会員には前７章の規

定を適用しない。 

２ 店頭有価証券規則第４条第２項及び第

３項の規定は、前項の譲渡制限について準

用する。この場合において、「店頭有価証

券」とあるのは「グリーンシート銘柄」と

読み替えるものとする。 

３    （ 省   略 ） 

 

第 10 章  雑 則 

 

（顧客への配分） 

第 39 条 取扱会員等及び当該取扱会員等

が金融商品仲介業務の委託を行う特別会

員は、グリーンシート銘柄等の募集若しく

は売出しの取扱い又は売出しを行うに当

たっては、「株券等の募集等の引受け等に

係る顧客への配分に関する規則」に基づき

適正に行わなければならない。 

 

第 10 章  雑 則 

 

（顧客への配分） 

第 39 条 取扱会員等及び当該取扱会員等

が金融商品仲介業務の委託を行う特別会

員は、グリーンシート銘柄の募集若しくは

売出しの取扱い又は売出しを行うに当た

っては、「株券等の募集等の引受け等に係

る顧客への配分に関する規則」に基づき適

正に行わなければならない。 

 

（電磁的方法による交付等） 

第 40 条 協会員は、第 19 条第２項に規定

（電磁的方法による交付等） 

第 40 条 協会員は、第 19 条第２項に規定
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するグリーンシート銘柄等の取引に関す

る確認書の徴求に代えて、「書面の電磁的

方法による提供等の取扱いに関する規則」

に定めるところにより、当該書面に記載す

べき事項について電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利

用する方法により提供を受けることがで

きる。この場合において、当該協会員は、

当該書面を徴求したものとみなす。 

 

するグリーンシート銘柄の取引に関する

確認書の徴求に代えて、「書面の電磁的方

法による提供等の取扱いに関する規則」に

定めるところにより、当該書面に記載すべ

き事項について電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法により提供を受けることができ

る。この場合において、当該協会員は、当

該書面を徴求したものとみなす。 

 

（制度負担金） 

第 42 条 取扱会員等は、本協会が別に定め

るところにより、制度負担金を本協会に納

入しなければならない。ただし、必要に応

じ、グリーンシート銘柄等の発行会社が納

入することを妨げない。 

２ 前項ただし書きの場合において、取扱会

員（代表取扱会員を定めている場合におい

ては、当該代表取扱会員）は、グリーンシ

ート銘柄等の発行会社に対し、制度負担金

を納入するよう責任を持って指導しなけ

ればならない。 

 

（グリーンシート制度負担金） 

第 42 条 取扱会員等は、本協会が別に定め

るところにより、グリーンシート制度負担

金を本協会に納入しなければならない。た

だし、必要に応じ、グリーンシート銘柄の

発行会社が納入することを妨げない。 

２ 前項ただし書きの場合において、取扱会

員（代表取扱会員を定めている場合におい

ては、当該代表取扱会員）は、グリーンシ

ート銘柄の発行会社に対し、グリーンシー

ト制度負担金を納入するよう責任を持っ

て指導しなければならない。 

 

付   則 

 

１ この改正は、平成 20 年３月 31 日から施

行する。 

２ 改正前の第４条第４号に規定するフェ

ニックス区分に指定されているグリーン

シート銘柄の取扱会員が、この改正規定施

行の日の 10 営業日前までに、改正前の第

12 条第１項に規定する届出を本協会に対

して行った場合には、同条第２項において

準用する改正前の第７条の規定は適用し

ない。 
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３ この改正規定施行の際、改正前の第４条

第４号に規定するフェニックス区分に指

定されているグリーンシート銘柄につい

て、いずれの会員からも前項の届出が行わ

れなかった場合には、この改正規定施行の

日をもって当該銘柄のグリーンシート銘

柄での指定を取り消すとともに、改正後の

第２条第６号に規定するフェニックス銘

柄としての指定を行わないものとする。 

 

 

 



 36

「グリーンシート銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する細則」

の一部改正について（案） 

 

平成 20 年１月 11 日 

（ 下 線 部 変 更 ） 

  改 正 案 現   行 

グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄

の発行会社等における会社情報等の本協会

への報告に関する細則 

 

グリーンシート銘柄の発行会社等における

会社情報等の本協会への報告に関する細則 

 

 

（目 的 等） 

第 １ 条 この細則は、「グリーンシート銘

柄及びフェニックス銘柄に関する規則」

（以下「規則」という。）第16条の施行に

関し、必要な事項を定める。 

（目 的 等） 

第 １ 条 この細則は、「グリーンシート銘

柄に関する規則」（以下「規則」という。）

第16条の施行に関し、必要な事項を定め

る。 

２ この細則の規定は、グリーンシート銘柄

及びフェニックス銘柄（以下「グリーンシ

ート銘柄等」という。）の発行会社等（グ

リーンシート銘柄等が株券等である場合

の発行会社及びグリーンシート銘柄が優

先出資証券又は投資証券である場合の発

行者をいう。以下同じ。）における会社情

報等（グリーンシート銘柄等が株券等であ

る場合の会社情報及びグリーンシート銘

柄が優先出資証券又は投資証券である場

合の発行者情報をいう。以下同じ。）の本

協会への報告について、取扱会員が報告す

べき最低限の内容を定めたものであり、取

扱会員は、この細則の規定を理由として、

積極的かつ適時、適切な会社情報の報告を

怠ってはならない。 

 

２ この細則の規定は、グリーンシート銘柄

の発行会社等（グリーンシート銘柄が株券

等である場合の発行会社及びグリーンシ

ート銘柄が優先出資証券又は投資証券で

ある場合の発行者をいう。以下同じ。）に

おける会社情報等（グリーンシート銘柄が

株券等である場合の会社情報及びグリー

ンシート銘柄が優先出資証券又は投資証

券である場合の発行者情報をいう。以下同

じ。）の本協会への報告について、取扱会

員が報告すべき最低限の内容を定めたも

のであり、取扱会員は、この細則の規定を

理由として、積極的かつ適時、適切な会社

情報の報告を怠ってはならない。 

 

（指定保管振替機関の定義） 

第 ４ 条 規則第２条第９号において別に

定める者は、株式会社証券保管振替機構と

する。 

 

（ 新   設 ） 



 

 －37－

改 正 案 現   行 

別 表 

Ⅰ．エマージング又はオーディナリーとして区分したグリーンシート

銘柄及びフェニックス銘柄 

第３条に規定する別表に掲げるものは、次の報告事象欄に掲げる

事象である。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの

としてそれぞれの事象について軽微基準欄に掲げる基準に該当す

る場合における当該報告事象欄に掲げる事象を除く。 

別 表 

Ⅰ．エマージング、オーディナリー又はフェニックスとして区分した

グリーンシート銘柄 

第３条に規定する別表に掲げるものは、次の報告事象欄に掲げる

事象である。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なもの

としてそれぞれの事象について軽微基準欄に掲げる基準に該当す

る場合における当該報告事象欄に掲げる事象を除く。 

 

報告事象欄 軽微基準欄 

１ 発行会社の業務執行を決定する機

関が、次に掲げる事項を行うことにつ

いての決定をした場合（当該決定に係

る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

(１) 

～   （ 現行どおり ） 

(32) 

 

(33) グリーンシート銘柄等である

転換社債型新株予約権付社債券に

係る全部若しくは一部の繰上償還

又は社債権者集会の招集その他グ

 

 

報告事象欄 軽微基準欄 

１ 発行会社の業務執行を決定する機

関が、次に掲げる事項を行うことにつ

いての決定をした場合（当該決定に係

る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

(１) 

～   （ 省   略 ） 

(32) 

 

(33) グリーンシート銘柄である転

換社債型新株予約権付社債券に係

る全部若しくは一部の繰上償還又

は社債権者集会の招集その他グリ

 



 

 －38－
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リーンシート銘柄等である転換社

債型新株予約権付社債券に関する

権利に係る重要な事項 

(34) 指定保管振替機関に対する保

振法第６条の２に規定する同意の

撤回 

 

(35)  

～   （ 現行どおり ） 

(38) 

 

(39) (１)から(38)までに掲げる事

項のほか、当該発行会社の運営、業

務若しくは財産又は当該グリーン

シート銘柄等に関する重要な事項

であって投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすもの 

 

 

２ 次に掲げる事実が発生した場合 

(１) 

～   （ 現行どおり ） 

(18) 

 

(19) グリーンシート銘柄等である  

ーンシート銘柄である転換社債型

新株予約権付社債券に関する権利

に係る重要な事項 

（ 新   設 ） 

 

 

 

(34)  

～   （ 省   略 ） 

(37) 

 

(38) (１)から(36)までに掲げる事

項のほか、当該発行会社の運営、業

務若しくは財産又は当該グリーン

シート銘柄に関する重要な事項で

あって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの 

 

 

２ 次に掲げる事実が発生した場合 

(１) 

～   （ 省   略 ） 

(18） 

 

(19) グリーンシート銘柄である転  



 

 －39－
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転換社債型新株予約権付社債に係

る社債権者集会の招集その他グリ

ーンシート銘柄等である転換社債

型新株予約権付社債に関する権利

に係る重要な事実 

(20) 

～   （ 現行どおり ） 

(24) 

 

(25) 自社の発行する有価証券につ

いて指定保管振替機関による取扱

いが行われないこととなったこと。

 

(26) (１)から(25)までに掲げる事

項のほか、当該発行会社の運営、業

務若しくは財産又は当該グリーン

シート銘柄等に関する重要な事項

であって投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすもの。 

 

３ 

～    （ 現行どおり ） 

10 

 

11 発行会社が、次の各号に掲げる事項  

換社債型新株予約権付社債に係る

社債権者集会の招集その他グリー

ンシート銘柄である転換社債型新

株予約権付社債に関する権利に係

る重要な事実 

(20） 

～   （ 省   略 ） 

(24) 

 

（ 新   設 ） 

 

 

 

(25) (１)から(24)までに掲げる事

項のほか、当該発行会社の運営、業

務若しくは財産又は当該グリーン

シート銘柄に関する重要な事項で

あって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの。 

 

３ 

～    （ 省   略 ） 

10 

 

11 発行会社が、次の各号に掲げる事項  



 

 －40－

改 正 案 現   行 

について決議又は決定を行った場合 

(１) 
～    （ 現行どおり ） 

(５) 

(６) グリーンシート銘柄等である

転換社債型新株予約権付社債に関

する信託契約、発行契約若しくは社

債管理委託契約その他本協会が必

要と認める委託契約の変更 

(７) グリーンシート銘柄等の償還

又は消却 

(８) 

～    （ 現行どおり ） 

(10) 

(11) 他の種類の株式への転換が行

われる株式のグリーンシート銘柄

等への転換、新株予約権の行使又は

期中償還請求権が付されているグ

リーンシート銘柄である転換社債

型新株予約権付社債の期中償還請

求権の行使 

 

について決議又は決定を行った場合 

(１) 

～    （ 省   略 ） 

(５) 

(６) グリーンシート銘柄である転

換社債型新株予約権付社債に関す

る信託契約、発行契約若しくは社債

管理委託契約その他本協会が必要

と認める委託契約の変更 

(７) グリーンシート銘柄の償還又

は消却 

(８) 

～    （ 省  略 ） 

(10) 

(11) 他の種類の株式への転換が行

われる株式のグリーンシート銘柄

への転換、新株予約権の行使又は期

中償還請求権が付されているグリ

ーンシート銘柄である転換社債型

新株予約権付社債の期中償還請求

権の行使 

 



 

 －41－

改 正 案 現   行 

(12) 前各号に掲げる事項以外のグ

リーンシート銘柄等に関する権利

等に係る重要な事項 

 

 

 

(12) 前各号に掲げる事項以外のグ

リーンシート銘柄に関する権利等

に係る重要な事項 

 

 

 
付   則 

 

この改正は、平成 20 年３月 31 日から施行する。 
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「店頭有価証券に関する規則」の一部改正について（案） 

 

平成 20 年１月 11 日 

（下線部分変更） 

改 正 案 現   行 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規則は、店頭有価証券（第

２条第５号に規定するグリーンシート銘

柄及び第２条第６号に規定するフェニッ

クス銘柄（以下「グリーンシート銘柄等」

という。）を除く。第２条及び第５条を

除いて、以下同じ。）の店頭取引を公正

かつ円滑ならしめ、もって投資者の保護

に資することを目的とする。 

 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規則は、店頭有価証券（グ

リーンシート銘柄を除く。第２条及び第

５条を除いて、以下同じ。）の店頭取引

を公正かつ円滑ならしめ、もって投資者

の保護に資することを目的とする。 

 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に

掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

１～３   （ 現行どおり ） 

（定 義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に

掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

 １～３   （ 省   略 ） 

４ 店頭取扱有価証券 

店頭有価証券のうち、次のいずれか

に該当する発行会社が発行する株券、

新株予約権証券及び新株予約権付社債

券（以下「株券等」という。）をいう。

イ 金融商品取引法（以下「金商法」

という。）第 24 条第１項の規定に基

づき有価証券報告書を提出しなけれ

ばならない発行会社（当該発行会社

が内閣総理大臣に提出した直近の有

価証券報告書又は有価証券届出書

に、総合 

４ 店頭取扱有価証券 

店頭有価証券のうち、次のいずれか

に該当する発行会社が発行する株券、

新株予約権証券及び新株予約権付社債

券（以下「株券等」という。）をいう。

イ 金融商品取引法（以下「金商法」

という。）第 24 条第１項の規定に基

づき有価証券報告書を提出しなけれ

ばならない発行会社（当該発行会社

が内閣総理大臣に提出した直近の有

価証券報告書又は有価証券届出書

に、総合 

意見が適正である旨の監査報告書が

添付されているものとする。ただし、

フェニックス銘柄においては直前事

業年度の財務諸表及び連結財務諸表

意見が適正である旨の監査報告書が

添付されているものに限る。以下同

じ。） 
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改 正 案 現   行 

に対する総合意見が適正である旨の

監査報告書が添付されているものと

する。以下同じ。） 

ロ   （ 現行どおり ） 

 

ロ   （ 省   略 ） 

 

５ グリーンシート銘柄 

店頭取扱有価証券のうち、「グリー

ンシート銘柄及びフェニックス銘柄に

関する規則」（以下「グリーンシート

等規則」という。）第２条第５号に規

定するグリーンシート銘柄をいう。 

５ グリーンシート銘柄 

店頭取扱有価証券のうち、「グリー

ンシート銘柄に関する規則」（以下「グ

リーンシート規則」という。）第２条

第５号に規定するグリーンシート銘柄

をいう。 

６ フェニックス銘柄 

店頭取扱有価証券のうち、グリーン

シート等規則第２条第６号に規定する

フェニックス銘柄をいう。 

（ 新   設 ） 

 

第 ２ 章  投資勧誘の禁止とその特例

 

 

第 ２ 章  投資勧誘の禁止とその特例

 

（会社内容説明書の要件） 

第 ５ 条 会社内容説明書は、発行会社に

おいて作成するものとし、次に掲げる要

件を満たしたものとする。 

１ 店頭有価証券が株券等（上場有価証

券の発行会社が発行する取引所金融商

品市場に上場されていないものを除

く。）である場合は、企業内容等の開

示に関する内閣府令に定める有価証券

報告書のうち「企業情報」の記載事項

に準拠して記載されていること。ただ

し、財務諸表及び連結財務諸表につい

ては、当該店頭有価証券の発行会社が

金商法第 24 条第１項の規定に基づき

有価証券報告書を提出しなければなら

ない発行会社に該当せず、かつ、次に

掲げる場合は、それぞれ次のとおりと

する。 

（会社内容説明書の要件） 

第 ５ 条 会社内容説明書は、発行会社に

おいて作成するものとし、次に掲げる要

件を満たしたものとする。 

１ 店頭有価証券が株券等（上場有価証

券の発行会社が発行する取引所金融商

品市場に上場されていないものを除

く。）である場合は、企業内容等の開

示に関する内閣府令に定める有価証券

報告書のうち「企業情報」の記載事項

に準拠して記載されていること。ただ

し、財務諸表及び連結財務諸表につい

ては、当該店頭有価証券の発行会社が

第２条第４号イの規定に該当せず、か

つ、次に掲げる場合は、それぞれ次の

とおりとする。 
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改 正 案 現   行 

イ 発行会社が設立後２事業年度未満

である場合 第１期の財務諸表又は

連結財務諸表並びに事業計画の概要

及びその実現性等が記載されている

こと。 

ロ 発行会社が設立後２事業年度以上

である場合 次の(1)又は(2)のいず

れかが記載されていること。 

(1) （ 現行どおり ） 

(2) （ 現行どおり ） 

２    （ 現行どおり ） 

３ 財務諸表及び連結財務諸表が金商法

第 193 条に規定する内閣総理大臣が一

般に公正妥当であると認められるとこ

ろに従って内閣府令で定める用語、様

式及び作成方法又は計算書類等が「会

社計算規則」に準拠して記載されてい

ること。 

４ 財務諸表及び連結財務諸表について

公認会計士又は監査法人により金商法

に準ずる監査が行われ、又は計算書類

等について会社法に基づく会計監査人

による監査若しくはこれに準じる監査

が行われ、かつ、その総合意見が適正

又は適法である旨の監査報告書が、記

載されている財務諸表若しくは連結財

務諸表又は計算書類等に添付されてい

ること。ただし、フェニックス銘柄に

ついては直前事業年度の財務諸表若し

くは連結財務諸表又は計算書類等に対

する総合意見が適正又は適法である旨

の監査報告書が添付されていれば足り

るものとする。 

イ 発行会社が設立後２事業年度未満

である場合 第１期の財務諸表又は

連結財務諸表並びに事業計画の概要

及びその実現性等が記載されている

こと 

ロ 発行会社が設立後２事業年度以上

である場合 次の(1)又は(2)のいず

れかが記載されていること 

(1) （ 省   略 ） 

(2) （ 省   略 ） 

２    （ 省   略 ） 

３ 財務諸表又は連結財務諸表が金商法

第 193 条に規定する内閣総理大臣が一

般に公正妥当であると認められるとこ

ろに従って内閣府令で定める用語、様

式及び作成方法又は「会社計算規則」

に準拠して記載されていること。 

４ 財務諸表又は連結財務諸表について

公認会計士又は監査法人により金商法

に準ずる監査が行われ、又は計算書類

等について会社法に基づく会計監査人

による監査若しくはこれに準じる監査

が行われ、かつ、その総合意見が適正

又は適法である旨の監査報告書が、記

載されている財務諸表又は連結財務諸

表に添付されていること。 

 

（店頭取扱有価証券の投資勧誘） 

第 ６ 条 協会員が募集、売出し（第８条

に定める店頭取扱有価証券の投資勧誘に

（店頭取扱有価証券の投資勧誘） 

第 ６ 条 協会員が募集、売出し（第８条

に定める店頭取扱有価証券の投資勧誘に
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改 正 案 現   行 

該当しない限りにおいて、売出しに相当

するものを含む。以下この項において同

じ。）若しくは私募（以下「募集等」と

いう。）の取扱い又は売出し（以下「募

集等の取扱い等」という。）に際して適

格機関投資家以外の顧客に対して投資勧

誘を行うことができる店頭取扱有価証券

（グリーンシート銘柄等を除く。以下同

じ。）は、当該募集等で取得した店頭取

扱有価証券に譲渡制限を付すことを条件

として投資勧誘を行うものであり、当該

協会員から本協会に届出があり、かつ、

本協会が適当であると認めたものでなけ

ればならない。 

該当しない限りにおいて、売出しに相当

するものを含む。以下この項において同

じ。）若しくは私募（以下「募集等」と

いう。）の取扱い又は売出し（以下「募

集等の取扱い等」という。）に際して適

格機関投資家以外の顧客に対して投資勧

誘を行うことができる店頭取扱有価証券

（グリーンシート銘柄を除く。以下同

じ。）は、当該募集等で取得した店頭取

扱有価証券に譲渡制限を付すことを条件

として投資勧誘を行うものであり、当該

協会員から本協会に届出があり、かつ、

本協会が適当であると認めたものでなけ

ればならない。 

２～４  （ 現行どおり ） 

 

２～４  （ 省   略 ） 

 

第 ３ 章  店頭有価証券の売買等 

 

第 ３ 章  店頭有価証券の売買等 

 

（共同計算の取引） 

第 10 条 会員は、他の会員又は顧客と共

同計算による店頭取引（グリーンシート

銘柄等の店頭取引を除く。以下同じ。）

を行ってはならない。 

（共同計算の取引） 

第 10 条 会員は、他の会員又は顧客と共

同計算による店頭取引（グリーンシート

銘柄の店頭取引を除く。以下同じ。）を

行ってはならない。 

 

付   則 

 

この改正は、平成 20 年３月 31 日から施

行する。 

 

 

 

 


